
●作品の発想について

作品を作るにあたって、イメージはどのようなところから

発想するのか、アイデアはどうやって生まれてくるので

しょうか。実は、皆さんの周りにヒントになるものはいっぱ

い隠れています。どんな物事でも作品制作のヒント、アイ

デアになります。読んだ本から想像する世界、身の回り

の風景、聞いた音楽から想像するイメージ、日常生活の

会話から言葉が作品のイメージに繋がる場合もあります。

もちろん、今まで見た美術作品に影響を受けることもある

と思います。重要なのは、自分自身の視点でそれら興味

の対象をよく観察し、調べることです。

興味の対象の背景にはどんなことがあるのだろう？関連

する物事はないか？そして資料をたくさん集めて、徐々に

ビジュアル化していくステップを踏んでみましょう。それら

を自分自身の視点で色彩を選び、描く対象などを少しずつ

具体化していきます。

自分の視点に自信を持って制作に取り組んでいただければ、

「YOU」を表現できる作品に繋がります。

●作品の画材や制作方法について

使用する画材は、どんなものでも構いません。各ジャンル

のイメージにしばられる必要はありません。普段使用して

いる慣れた画材を用いてください。

デッサンのように上手く描写することも重要です。しかし、

「YOU」を表現するには、それ以外の方法もたくさんある

はずです。

例えば、絵の具をチューブから直接用紙に出し、新たな紙

を重ねてプレスし不思議な模様を作る方法もあります。

描くことが苦手ならば、紙を切り貼りするコラージュ技法

もあります。普段使用している鉛筆や、ボールペンでも

描くことは十分可能です。

画材や技法にとらわれることなく、制作にチャレンジして

ください。
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出 品 を 考 え る 皆 様 へ

アイデアを

生み出すには？

様々な資料を

集めましょう！

使用する画材は自由です！



第三者の有する著作権・肖像権・商標権・意匠権などの

権利を侵害するおそれのある作品は出品できません。

・他者の作品を模写することは禁止します。

・既存のキャラクターを使用することは禁止とします。

・二次創作・ファンアート等、既存の作品の設定やキャラ

クターデザインを流用したものは出品できません。

（映像）

＜１＞ 撮影を行う場合、人物（偶然映り込んだ人を含む）

への誹謗中傷など、不快感を与える内容を含まないこと。

＜２＞ 自ら作詞・作曲・編曲・録音等を行った楽曲を使

用

する場合、曲毎に以下の①②③を備考欄に明記すること。

①動画における楽曲の使用箇所（分・秒） ②曲のタイト

ル ③権利者名（＝自分の氏名）

＜３＞著作権フリーの楽曲・効果音等を使用する場合、

曲毎に以下の①②③④を備考欄に明記すること。

①動画における楽曲の使用箇所（分・秒） ②曲のタイト

ル ③権利者名④権利が放棄されている旨を確認できるＵ

ＲＬ

（ＣＤの場合は、ジャケットなど印刷物のコピーを同封）

＜４＞＜３＞以外で、他者が作詞・作曲・編曲を行った楽

曲

をBGMとして使用する場合、あらかじめ権利者に問い合わせ、

使用許諾を得るとともに、曲毎に以下の①②③④を備考欄

に明記すること。

①動画における楽曲の使用箇所（分・秒） ②曲のタイト

ル ③権利者名 ④権利者の連絡先（電話番号または

メール

アドレス）

出 品 に あ た っ て の 注 意

模写・トレース

は禁止です！

被写体への配慮

を忘れずに！

楽曲の権利者は

明記すること！


